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保
育
施
設
の
申
し
込
み
は「
新

規
で
利
用
す
る
人
」、「
継
続
利
用

す
る
人
」の
ど
ち
ら
も
事
務
手
続

き
が
必
要
で
す
。

◉

次
の
事
由
に
よ
り
、

保
護
者
な
ど
が
、こ
ど
も
の
保
育

を
必
要
と
す
る
場
合
に
入
所
で
き

ま
す

➊
就
労（
月
48
時
間
超
）
➋
妊
娠
・

出
産
➌
保
護
者
の
疾
病
・
障
が
い

➍
同
居
親
族
な
ど
の
介
護
・
看
護

➎
災
害
復
旧
➏
求
職
活
動
➐
就

学
・
職
業
訓
練
➑
虐
待
や
Ｄ
Ｖ
の

恐
れ
が
あ
る
こ
と
➒
育
児
休
業
時

の
継
続
利
用

次
の
書
類
を
各
総
合

支
所
市
民
課（
市
民
係
）に
提
出
し

て
く
だ
さ
い

➊
教
育
・
保
育
給
付
認
定
申
請
書

兼
施
設
利
用
申
込
書
➋
家
族
状
況

票
➌
こ
ど
も
の
健
康
・
発
育
状
況

➍
就
労
証
明
書
な
ど
必
要
書
類

（
４
月
入
所
希
望
）10

月
15
日（
火
）〜
31
日（
木
）／
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）

※
申
込
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、二

次
利
用
調
整
の
対
象
と
な
り
ま
す

10
月
１
日（
火
）か

ら
各
総
合
支
所
市
民
課
で
配
布
し

ま
す
。市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
す

※
現
在
、保
育
施
設（
市
外
施
設
、

認
可
外
を
除
く
）に
入
所
中
の
人

に
は
、施
設
か
ら
配
布
し
ま
す

保
育
の
必
要
性
や
世

帯
の
状
況
を
指
数
化
し
、順
位
の

高
い
人
か
ら
利
用
調
整
し
ま
す
。

結
果
は
令
和
７
年
２
月
上
旬
に
通

知
予
定
で
す４

月
入
所
希
望
は
令
和

６
年
12
月
31
日
ま
で
の
出
産
予
定

者
を
対
象
に
申
し
込
み
を
受
け
付

け
ま
す
。利
用
希
望
日
が
５
月
以

降
の
場
合
は
、希
望
月
の
３
カ
月

前
か
ら
申
し
込
み
で
き
ま
す

◉

３
〜
５
歳
児

10
月
１
日（
火
）か
ら

各
施
設
で
配
布
す
る
申
込
書
な
ど

に
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付
し

て
入
園
希
望
施
設
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。申
込
書
は
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
能
で
す

10
月
15
日（
火
）〜
31

日（
木
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
各
施
設
で
受
付
時
間
が
異
な
り

ま
す
。

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
ど
も
保
育
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

※
保
育
内
容
の
確
認
、施
設
見
学

を
希
望
す
る
場
合
は
、直
接
施
設

へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

◉

４
〜
５
歳
児

10
月
１
日（
火
）か
ら

各
幼
稚
園
で
配
布
す
る
申
込
書
な

ど
に
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付

し
て
入
園
希
望
施
設
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。配
布
時
間
は
午
後
１

時
30
分
か
ら
５
時
ま
で
。申
込
書

は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で
す

10
月
15
日（
火
）〜
31

日（
木
）／
午
後
１
時
30
分
〜
５
時

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
幼
稚
園
に
よ
っ
て
は
入
園
条
件

が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、詳
し
く
は
、各
幼
稚
園
に
直
接

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。連
絡
先

市
内
小
学
校
に
在
籍

し
、保
護
者
な
ど
が
仕
事
、病
気
そ

の
他
の
理
由
で
、昼
間
家
庭
に
い

な
い
児
童

➊
平
日
＝
放
課
後
〜

午
後
６
時
30
分
➋
長
期
休
業
日
、

土
曜
、振
替
休
業
日
＝
午
前
７
時

30
分
〜
午
後
６
時
30
分

日
曜
日
、祝
日
、年
末
年

始

申
込
書
な
ど
の
必
要

書
類
を
記
入
の
上
、各
児
童
館
ま

た
は
南
方
子
育
て
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
な
ど
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

10
月
15
日（
火
）〜
31

日（
木
）／
午
前
９
時
〜
午
後
６
時

10
月
１
日（
火
）

か
ら
各
児
童
館
・
南
方
子
育
て
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
で
す

利
用
区
分
な
ど
に
応
じ

た
利
用
料
金
が
か
か
り
ま
す

保
護
者
会
へ
の
入
会
と

保
護
者
会
費
の
負
担
が
あ
り
ま
す

※
詳
し
く
は
、各
児
童
館
な
ど
に

直
接
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

福
祉
事
務
所
子
育

て
支
援
課（
子
育
て
支
援
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

は
、市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
く
だ
さ
い

教
育
委
員
会
教
育

部
学
校
教
育
課（
教
育
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
６
７
９

10月11日（金）（当日消印有効）
10月20日（日）
市民病院地域医療連携センター（多目的

ホール）

▶ダウンロード＝医療局ホームページ内「職員募集」
からダウンロードできます
▶郵送での請求＝封筒の表に「（職種名）採用試験申
込書請求」と朱書きし、宛先を記入した返信用定型内
封筒（長形３号に110円切手を貼付したもの）を同封
してください

医療局
経営管理部経営管理課（人事係）
〒987－0511 迫町佐沼字下田中25
☎ 0220（21）6888

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
と
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
る
事
業
者
が
市

の
公
共
施
設
な
ど
に
事
業
者
名
や

商
品
名
な
ど
を
冠
し
た
愛
称
を
命

名
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
、

市
民
へ
の
広
告
効
果
が
期
待
で
き

る
も
の
で
す
。

現
在
、「
長
沼
フ
ー
ト
ピ
ア
ト
ヨ

テ
ツ
の
丘
公
園
」（
長
沼
フ
ー
ト
ピ

ア
公
園
）な
ど
の
施
設
に
お
い
て

愛
称
が
命
名
さ
れ
、さ
ま
ざ
ま
な

イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。事
業
者
の
皆
さ
ん
の
広
告

塔
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◉

高
森
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

場
、迫
梅
ノ
木
公
園（
梅
ノ
木
グ

リ
ー
ン
パ
ー
ク
）、豊
里
花
の
公

園
、登
米
森
林
公
園
、迫
体
育
館
、

登
米
市
民
プ
ー
ル
、東
和
総
合
運

動
公
園
、平
筒
沼
ふ
れ
あ
い
公
園
・

平
筒
沼
ふ
れ
あ
い
公
園
管
理
棟

（
平
筒
沼youyou

館
）、長
沼
ボ
ー

ト
場
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
、光
ヶ
丘
球

場

10
月
18
日（
金
）

※
提
案
募
集
型
は
随
時
募
集
し
て

い
ま
す

申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
郵
送
ま
た
は
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。郵
送
の
場
合
は
、封

筒
に「
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
実
施

申
込
」と
記
載
し
て
く
だ
さ
い

※
詳
し
く
は
、市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

総
務

部
総
務
課（
財
産
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
０
９
１

　

消
防
団
の
知
識
と
技
術
の
向
上

を
目
的
に
、「
登
米
市
消
防
団
演

習
」を
開
催
し
ま
す
。

　

当
日
は
、市
内
９
つ
の
支
団
約

５
０
０
人
の
団
員
が
参
加
し
、分

列
行
進
、機
械
器
具
点
検
、中
継
送

水
訓
練
な
ど
、規
律
あ
る
消
防
団

員
の
活
動
訓
練
を
披
露
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、ご
観
覧
く
だ
さ
い
。

10
月
27
日（
日
）午
前
９
時

〜
正
午

長
沼
フ
ー
ト
ピ
ア
ト
ヨ
テ

ツ
の
丘
公
園（
長
沼
フ
ー
ト
ピ
ア

公
園
）、ア
イ
エ
ス
総
合
ボ
ー
ト
ラ

ン
ド（
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト
場
）

消
防
本
部
警
防
課

（
消
防
団
係
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
９
０
１


